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　市内の私立幼稚園では、12 月 1 日（土）から来
年４月に入園を希望する幼児の入園願書を受け付け
ています。所定の「入園願書」を入園を希望する園
に直接提出してください。
　なお、募集定員や開園時間、納入金などの詳細は、
各園にお問い合わせください。 
▶詳しくは、教育総務課（☎ 66・1070）へ。

【入所条件】
❖保護者や同居の家族が昼間、家庭外で働いている
❖保護者や同居の家族が家庭内で家事以外の仕事を
している
❖保護者が出産前後か病気・けがをしている
❖保護者が家族の看病をしている

【保育料】　各世帯の収入によって異なります。
【申し込み方法】申込書に必要事項を記入し、12 月

12 月３日～ 21 日に受け付け
25 年度 保育所（園）の入所申し込み

３日（月）～ 21 日（金）に子ども育成課か西支所
保健福祉係へ。各保育所（園）でも下表の日時に受
け付け。申込書と案内冊子は同課や同係、加佐分室、
各保育所（園）、各公民館、各子育て支援センター
などで配布しています。市ホームページからダウン
ロード可。
▶詳しくは、子ども育成課（☎ 66・1009）か西支
所保健福祉係（☎ 77・2253）へ。

25 年度 私立幼稚園の入園申し込み　受け付け中

幼稚園名 所在地 電話番号

朝日幼稚園 浜 796 ☎ 62・1874

朝来幼稚園（※１） 吉野 499-3 ☎ 63・3426

池内幼稚園 布敷 120-3 ☎ 75・1930

倉梯幼稚園 七条中町 8-2 ☎ 62・5224

シオン幼稚園 浜 40 ☎ 62・1438

志楽幼稚園 田中町 39-1 ☎ 64・3574

橘幼稚園 浜 682 ☎ 62・5168

中舞鶴幼稚園 余部上 116-3 ☎ 62・5166

ひばり幼稚園（※２） 森 1101 ☎ 62・1157

舞鶴聖母幼稚園 上安久 381 ☎ 75・1007

三鶴幼稚園 引土 282 ☎ 75・1316

森の子ら幼稚園 丸山口町 24 ☎ 62・0740

【保育所（園）一覧表】
保育所 ( 園 ) 名 市・私立 所在地 電話番号 対象児

（来年４月１日現在） 定員 ( 人 ) 開所時間 保育所 ( 園 ) での受付日時

相愛保育園 私立 魚屋 234-1 ☎ 75・1083 ３か月～就学前 120 7：00 ～ 18：00
12 月 10 日（月）

16：00 ～ 18：00
平保育園 私立 中田 440-1 ☎ 68・0107 ３か月～就学前 70 7：00 ～ 18：00

東保育所 市立 南浜町 9-7 ☎ 62・0464 ３歳児～就学前 100 7：15 ～ 18：15

岡田保育園 私立 志高 70 ☎ 60・2778 ３か月～就学前 60 7：00 ～ 18：00

12 月 11 日（火）
16：00 ～ 18：00

タンポポハウス 私立 泉源寺 223 ☎ 64・2762 ３か月～就学前 80 7：00 ～ 18：00

東乳児保育所 市立 浜 1569-2 ☎ 62・1862 ６か月～２歳児 40 7：30 ～ 18：30

東山保育園 私立 倉谷 961-1 ☎ 76・7314 ３か月～就学前 150 7：15 ～ 18：15

永福保育園 公文名園舎 私立 公文名 63 ☎ 75・4006 ３か月～就学前 120 7：15 ～ 18：15
12 月 12 日（水）

16：00 ～ 18：00
さくら保育園 私立 七条中町 8-20 ☎ 62・6987 ３か月～就学前 110 7：15 ～ 18：15

西乳児保育所 市立 円満寺 100-3 ☎ 76・0573 ６か月～２歳児 40 7：30 ～ 18：30

なかすじ保育園 私立 公文名 344 ☎ 76・7122 ３か月～就学前 60 7：30 ～ 18：30

12 月 13 日（木）
16：00 ～ 18：00

中保育所 市立 余部下 1063 ☎ 62・0292 ６か月～就学前 200 7：15 ～ 18：15

八雲保育園 私立 丸田 27-1 ☎ 82・0278 ３か月～就学前 80 7：40 ～ 18：00

やまもも保育園 私立 溝尻 1106 ☎ 62・0524 ３か月～就学前 80 7：30 ～ 18：30

昭光保育園 私立 浜 211 ☎ 63・4821 ３か月～就学前 150 7：00 ～ 18：00
12 月 14 日（金）

16：00 ～ 18：00
南乳児保育所 市立 行永 762-1 ☎ 63・7961 ６か月～２歳児 40 7：30 ～ 18：30

ルンビニ保育園 私立 寺内 90 ☎ 76・3703 ３か月～就学前 120 7：30 ～ 18：30

永福保育園 城屋園舎 私立 城屋 837 ☎ 75・4005 ３か月～就学前 30 7：30 ～ 18：30 保育園での受け付けなし

【幼稚園一覧表】

※１ 朝来幼稚園は 12 月２日（日）から受け付け開始
※２ ひばり幼稚園は 12 月３日（月）から受け付け開始
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。
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①
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
し
な
い
。

②
暴
力
団
員
等
を
契
約
の
相
手
方

に
し
な
い
。
暴
力
団
員
等
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
催
告
な

く
当
該
契
約
を
解
除
で
き
る
旨
を

契
約
内
容
に
含
め
る
よ
う
努
め

る
。

③
取
り
引
き
の
相
手
方
と
そ
の
他

の
関
係
者
が
暴
力
団
員
等
で
な
い

こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
旨
を
書
面

で
誓
約
さ
せ
る
な
ど
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
。

▼
詳
し
く
は
、
市
民
相
談
課
（
☎

66
・
１
０
０
６
）
へ
。


